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船舶事故調査報告書 

 

                               令和７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年２月１７日 １１時２９分ごろ 

発生場所 長崎県島原市島原港東方沖 

 島原灯台から真方位０７２°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４７.０′ 東経１３０°２３.７′） 

事故の概要  遊漁船丸正
まるしょう

丸は、左転中、また、プレジャーボート松風
まつかぜ

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

 丸正丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、松風丸は、操舵

室左舷側窓に破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和６年２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 丸正丸、４.６トン 

ＫＭ３－２９２７５（漁船登録番号）、個人所有 

１２.２０ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１８３.９０kＷ、昭和６３年６月２６日 

第２９３－３９４５１号（船舶検査済票の番号） 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の外観 

 

Ｂ プレジャーボート 松風丸、１.７トン 

２９２－５０９８９長崎、個人所有 

６.２７ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成２７年３月 

（写真２ 参照） 
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写真２ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５９歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２８年６月１４日 

免許証交付日 令和５年９月１１日 

（令和１１年７月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４６歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２１年１０月１３日 

免許証交付日 平成３１年２月２６日 

（令和６年１０月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 操舵室左舷側窓に破損等（写真３、写真４参照） 
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写真３ Ｂ船の操舵室左舷側①  写真４ Ｂ船の操舵室左舷側② 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮高 約２.８ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

   潮流 北流０.５～１.０ノット（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、遊漁の目的

で、島原港東方沖の釣り場に向け、令和６年２月１７日０７時００分

ごろ熊本県三角
み す み

港を出発した。 

Ａ船の行う遊漁は、魚群に対して潮流の上流側から釣りを始め、潮

流に流されながら魚群の上方を通過し、魚群の下流側に抜けたのち、

再び魚群の上流側に移動すること（いわゆる「潮上り」）を繰り返す

ものであった。 

船長Ａは、釣り場に到着し、釣り場に数十隻の小型船舶による集団

が形成されており、集団が南方から北方に流されながら釣りをしてい

たので、集団の南側から集団に混じり、魚群探知機で魚群の様子を見

ながら、遊漁を始めた。 

船長Ａは、潮上りを繰り返しながら遊漁を行い、再び魚群を外れた

ので、反時計回りに集団の南側に向かうこととし、操舵室の後部に渡

した板に腰を掛け、操舵室のほぼ中央にある舵輪を持ち、手動操舵に

よって操船に当たり、集団を離れて左転し、約５knの対地速力で南進

を始めた。 

 船長Ａは、集団の南端付近に至り、集団の南側に回り込もうと左転

を始め、船首が東方を向いた頃、Ａ船の左舷後方からＡ船の前路に向

かって東北東進するＡ船より速い漁船（以下「Ｃ船」という。）を認

めた。 

船長Ａは、左舷方のＣ船に意識を向けたまま、Ｃ船に接近しないよ

う主機を中立運転として左転を続け、Ａ船の船首甲板に張られていた

オーニング（日よけ、雨よけ）により、体を動かして視点をずらさな

ければ船首方の下部が見えづらかったものの、この間、体を動かさな
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かった。 

船長Ａは、Ａ船の船首が北東を向いた１１時２９分ごろ、船首方に

いたＢ船に気付かないまま、約１～２knの速力で、左転するＡ船の船

首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。（写真５、図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ａ船の船首方の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人３人を乗せ、釣りの目的

で、長崎県南島原市堂崎港を出発し、島原港東方沖の釣り場に到着し

たのち、数十隻の小型船舶の集団から少し離れた南側で、主機を中立

運転とし、船首を北に向けて漂泊を始めた。 

 船長Ｂは、船体のほぼ中央にある操舵スタンドの後方に立ち、船首

甲板及び船尾甲板で釣りをしている友人の状況を見ていたところ、左

舷船尾方から接近するＡ船を認め、大声を上げたが、Ａ船がそのまま

接近を続けたので危険を感じ、主機を操作してＡ船を避けようとした

ものの、間に合わず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

両船は、本事故発生場所で海上保安官から事情聴取等を受けた後、

それぞれ自走により帰航した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、令和元年１０月に熊本県知事から遊漁船業者としての登

オーニング 

Ｃ船 

集団 

Ｂ船 
Ａ船 

※船長Ａの口述による

Ａ船の航行経路 
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録を受け、約４年４か月の経験を有していた。 

Ｂ船は、汽笛を備えておらず、そのほかの有効な音響信号装置など

も用意していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、島原港東方沖において、数十隻の小型船舶の集団が潮上り

を繰り返している状況下、南進を終えて同集団に加わろうと左転中、

船首が東方を向いた頃、船長Ａが、左舷後方からＡ船の前路に向かっ

て東北東進するＣ船に気付いて意識を向け、また、船首甲板のオーニ

ングによって船首方に死角が生じる姿勢で左転を続け、見張りを適切

に行っていなかったことから、船首方にいたＢ船に気付かず、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、島原港東方沖において、小型船舶の集団から少し離れた南

側で漂泊中、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったことから、

左舷船尾方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、大声を上げ、主機を

操作してＡ船を避けようとしたが、間に合わず、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船に汽笛を備えておらず、そのほかの有効な音響信号

装置なども用意していなかったことから、接近するＡ船を認めた際、

注意喚起信号を行うことができなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、島原港東方沖において、数十隻の小型船舶の集団が潮上

りを繰り返している状況下、Ａ船が南進を終えて同集団に加わろうと

左転中、Ｂ船が同集団から少し離れた南側で漂泊中、船長Ａが、見張

りを適切に行っていなかったため、Ｂ船に気付かず、また、船長Ｂ

が、見張りを適切に行っていなかったため、接近するＡ船に気付くの

が遅れ、避航動作をとったものの間に合わず、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の操縦者は、航行中、一方向を見ることにとらわれず、

常に全周を見渡し、見張りを適切に行うこと。 

・小型船舶の操縦者は、船首方に見張りの妨げになる構造物等があ

る場合、当該構造物を撤去するか、体を動かすなど、構造物によ

る死角を補う見張りを行うこと。 

・小型船舶の操縦者は、接近する他船を認めた場合、有効な音響に

よる信号を行うことができる手段により注意喚起信号を行い、更

に他船が接近するときには自らが移動するなど、衝突を避けるた

めの措置を採ること。 
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・小型船舶の操縦者は、汽笛を備えない小型船舶に乗船する場合、

呼子笛、ガスホーンなど、有効な音響による信号を行うことがで

きる手段を講じておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

熊本県 宇城市 

三角港 

長崎県 

島原市 

南島原市 

堂崎港 

島原灯台 

島原港 

事故発生場所 

（令和６年２月１７日 

 １１時２９分ごろ発生） 


